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 原子力規制委員会 殿  

 

 

 

 

経済産業大臣       

 

 

 

 

日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可

に関する意見の聴取について（回答） 

 

 

 令和４年８月３１日付け原規規発第２２０８３１５号により意見照会のあっ

た標記の件については、許可することに異存はない。 



 

 

 
 

 原規規発第 2208315 号 

 令和４年８月３１日 

 

 

 経済産業大臣 殿 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可に

関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４

年７月２５日付け２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本

原燃株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４４

条の４第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があった。 

審査の結果、別紙のとおり同法第４４条の４第３項において準用する同法第

４４条の２第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第７

１条第２項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 

 

 

  



 

（別紙） 

 

日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書の核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準

への適合について 

 

令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４年７月２５日付け

２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本原燃株式会社 代

表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第

４４条の４第１項の規定に基づき提出された再処理事業所再処理事業変更許可

申請書に対する同条第３項において準用する法第４４条の２第１項各号に規定

する基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４４条の２第１項第１号 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、再処理施設が

平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）にのっとり、厳に

平和利用に限り再処理事業を行うとしていること。 

・申請者は、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」（平成３

０年７月原子力委員会決定）を踏まえ再処理事業を行うとしていること。 

・申請者が行う再処理事業については、原子力発電における使用済燃料の再

処理等の実施に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠

出金法」という。）に基づき、経済産業大臣により設立の認可を受けた使

用済燃料再処理機構（以下「機構」という。）が行う業務の一部が委託さ

れるものであり、機構と申請者は現に使用済燃料再処理役務委託契約（以

下「役務契約」という。）を締結しており、申請者は同契約に基づき再処

理事業を行うとしていること。なお、機構は、業務開始に際して、使用済

燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可を受けることとさ

れ、経済産業大臣は、同計画の認可にあたり原子力委員会の意見を聴くこ

ととされているところ、同計画は既に認可されている。 

・申請者は、使用済燃料から分離されたウラン酸化物及びウラン・プルトニ

ウム混合酸化物は原子炉の燃料として平和の目的に限り利用するために、

機構との役務契約に基づき特定実用発電用原子炉設置者に引渡すとして

いること。 

 

２．法第４４条の２第１項第２号 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適

確に遂行するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

 



 

３．法第４４条の２第１項第３号 

本件申請については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しないこと、

また、事業遂行のための資金調達等については従来どおりで変更がないことか

ら、申請者には本件事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があると認めら

れる。 

 

４．法第４４条の２第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃

料、使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物による災害

の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであると認められる。 

 

５．法第４４条の２第１項第５号 

本件申請については、再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４４条第２項第９号の

体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められ

る。 


